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I. 機器の効率改善対策 
 

対 策 施 策 

○機器の効率改善の強化措置 1-1：1998年省エネ法改正により、家電・OA機
器に対しトップランナー基準を導入。 

○トップランナー適用機器の拡大 1-2：従来対象となっていなかった機器をトップ

ランナー機器として拡大・追加。 

○高効率給湯器の普及促進 1-3：普及促進のための補助制度を創設。 

○待機時消費電力の削減 1-4：消費者が待機時消費電力の小さい商品を判

別できるような仕組み作りを今後行う。 

○技術開発及びその成果の普及 1-5：高効率照明等の技術開発に対して支援を実

施。 
 
 
施策 1-1：1998 年省エネ法改正により、家電・OA 機器に対しトップランナー基

準を導入。 

・ 電子計算機及び磁気ディスク装置についてすでに基準を達成している。従

来基準の創設時（1997 年度）と 2001 年度とのエネルギー消費効率を比較

すると、電子計算機については、単位演算能力当たりの消費電力が約 25
分の 1 に低減し、磁気ディスクについては、単位記憶容量当たりの消費電

力が約 10 分の 1 に低減している。 

・ そのため、総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会において、対

象範囲及び基準値等を見直し、2007 年度を目標年度とする新たなトップラ

ンナー基準を設定する旨の報告書を取りまとめた。 

 
図表 1 業務部門に関係する主な機器のトップランナー基準値 

機器 単位 省エネ効果 目標年度 基準年度* 

蛍光灯器具 光束/ W 約 17% 2005 1997 

複写機 Wh** 約 30% 2006 1997 

約 83% 2005 1997 
電子計算機 W/MTOPS 

約 69% 2007 2001 

約 78% 2005 1997 
磁気ディスク W/GB 

約 71% 2007 2001 
* 基準年度：総合資源エネルギー調査会 省エネルギー部会 資料 

** 電源入力時を考慮した指標 
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図表 2 電子計算機及び磁気ディスク装置 基準達成状況 

1997 2001 省エネ
効果

電子 総出荷台数（千台） 5885 9873

計算機 消費電力（W） 42 11

エネルギー消費効率（W/MTOPS） 0.17 0.0065 96%

磁気 総出荷台数（千台） 7259 7950

ディスク 消費電力（W） 11 14

装置 エネルギー消費効率（W/GB） 1.4 0.14 90%

注）消費電力：機器1台当りの消費電力（平均値）

　　エネルギー消費効率：機器1台当りのエネルギー消費効率（平均値）  
（出典）総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会 資料 

 

・ 2003 年度において、蛍光灯器具についてもすでに概ね 100%が基準を達成

している（「省エネ性能カタログ 家庭用 2003 年夏」省エネルギーセン

ター）。 

・ 複写機については乾式間接静電式以外の機種が対象外となっているが、特

に複合機については設置台数やエネルギー消費量が大きいことから、速や

かな対象化を検討している。 
 

市場設置台数

アナログ機
69%

大判機
4%

デジタル機
2%

複合機
21%

カラー機
4%

：　基準適用範囲

エネルギー消費量

アナログ機
64%

大判機
6%

デジタル機
2%

複合機
22%

カラー機
6%

：　基準適用範囲

 
図表 3 複写機の市場設置台数及びエネルギー消費量の内訳 

（出典）総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会 資料 
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施策 1-2：従来対象となっていなかった機器をトップランナー機器として拡大・

追加。 

・ 物品自動販売機および変圧器について、2001 年度にトップランナー対象機

器として追加した。 
 

図表 4 業務部門に関係する主な機器のトップランナー基準値 

機器 単位 省エネ効果 目標年度 基準年度* 

物品自動販売機 kWh/年 約 34% 2005 2000 

変圧器（油入） 全損失 W 約 30% 2006 2000 

変圧器（モールド） 全損失 W 約 30% 2007 2000 

* 基準年度：総合資源エネルギー調査会 省エネルギー部会 資料 

 

・ なお、物品自動販売機については、エネルギー消費効率の測定方法が定ま

っていないものや全体に占める割合が小さいものなどを対象外としている。 
 

清涼飲料（含、

ビール）

自動販売機
70.1%

食品自動販売機
0.6%

券類自動販売機
1.1%

カップ
4.5%

その他の自動販

売機
2.0%

アイスクリーム・

氷自動販売機
0.4%

たばこ自動販売

機
14.9%

アルコール（除、

ビール）
0.1%

紙容器
6.3%

：　基準適用範囲

 
図表 5 物品自動販売機の出荷台数（2000 年） 

（出典）総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会 資料 
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施策 1-3：普及促進のための補助制度を創設。 
 

（家庭部門は別途評価） 

 

 

施策 1-4：消費者が待機時消費電力の小さい商品を判別できるような仕組み作り

を今後行う。 
 

（家庭部門は別途評価） 

 

 

施策 1-5：高効率照明等の技術開発に対して支援を実施。 

・ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が事業実施主体となり、

1998～2002 年度に高効率電光変換化合物半導体の研究開発を行った（補

助率 100%）。 

・ 2003 年度以降は民間負担による実用化・商品化研究を実施する。 

0
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百
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円
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図表 6 NEDO による高効率電光変換化合物半導体の研究開発予算 

（出典）NEDO 資料 
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単一白色 LED 照明ランプ 蛍光灯代替 LED 照明ランプ 

図表 7 発光ダイオードを利用した省エネルギー照明（21 世紀のあかり） 

（出典）NEDO 資料 
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2. 住宅・建築物の省エネ性能の向上 
 
 

対 策 施 策 

○建築物（非住宅）の省

エネ性能の向上 

2-1：省エネ法に基づき建築主に対して努力義務。建築主の判

断の基準を定め公表 
2-2：特定建築物の新築・増改築時の省エネルギー措置の届出

の義務づけ（省エネ法の改正） 
2-3：日本政策投資銀行の融資、税制等による優遇 
2-4：環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）の整備を推進 
2-5：既存官庁施設のグリーン診断・改修の推進を図る 
2-6：講演会等を通じた設計・施工に係る技術者の育成 
2-7：住宅・建築物に係る関係業における自主的な取組の促進

 

 

施策 2-1：省エネ法に基づき建築主に対して努力義務。建築主の判断の基準を定

め公表 

・ 省エネ法を 1999 年 3 月に改正・強化した（建築物の断熱性の向上など、

建築物を建築する際に対応できるエネルギーの使用の合理化のための取組

の推進：下表参照）。 
 

図表 8 建築物に係る措置 

判断基準の公表 建築物の断熱性の向上、空調設備等の建築物に組み込まれる設備の効率向

上などについて、建築物を建築する際に建築主が省エネに取り組む際の目

安となる基準を国が公表。 

事務所ビル等の建築主に

対する指導助言 

事務所ビル等の建築主に対し、判断基準にそった建築を行うよう、国が指

導助言。 

特定建築物に係る措置 大規模建築物の建築主に対し、判断基準にそった建築を徹底するため、建

築物が判断基準に照らし著しく不十分な場合には、その改善を図るよう国

が指示。指示に従わないときは、公表。 

建築材料に係る指導助言 省エネ性能の良い建築物を建築する際に不可欠な、断熱材等の建築材料の

円滑な供給を促すため、国が、建築材料製造業者に対し、指導助言。 

（出典）省エネルギーセンター 資料 
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・ 新築建設物における省エネ基準適合率は 1999 年に基準が改正・強化され

たため、実績値が下がっている。2002 年に省エネ法が改正され、特定建築

物の新築・増改築の省エネルギー措置の届出が義務づけられたため、2003
年以降は適合率の増加が期待される。 
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＊ 2000 年以降は集計中 

図表 9 新築建設物（2000m2以上）における省エネ基準適合率 
（出典）国土交通省 政策評価ホームページ 

 

・ 建築主の判断の基準を改正し、中小規模の建築物向けのわかりやすい仕様

基準を追加した（2003 年 2 月）。判断基準については、従来の 6 用途区分

に該当しない建築物があったため、網羅的となるよう整備した。また仕様

基準については、それに適合すれば省エネ性能を定量的に算定しなくても

よいものとして新たに設定し、省エネ基準に適合しているかどうかの検討

を容易なものとすることによって、建築主等の負担を軽減した。 
 

■判断基準：従来の 6 用途区分に該当しない用途についても、定量的な省エネ措置の

状況を届出することができるよう整備したもの。 
【従来】 
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【改正】 

 

 

（注）判断基準となる数値基準は以下のもの。 

 

 

（出典）資源エネルギー庁 資料 
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■仕様基準：適合する場合には省エネ性能を定量的に算定することを要しないことと

し、省エネ基準への適合の検討をより容易にするもの。建築物の外壁、

窓等を通しての熱の損失の防止及びエネルギーの効率的利用について、

それぞれ評価項目を設定し、項目毎に講じた措置状況に応じて一定の点

数を与える。点数の合計が 100 以上のものについては、当該建築物の性

能基準を達成しているものとする。 

 

（出典）資源エネルギー庁 資料 
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施策 2-2：特定建築物の新築・増改築時の省エネルギー措置の届出の義務づけ（省

エネ法の改正） 

・ 省エネ法を改正し、特定建築物の新築・増改築時の省エネルギー措置の届

出を義務づけた（2002 年 6 月）。 
 

 

図表 10 省エネ法改正の概要 

（出典）資源エネルギー庁 資料 

 

※ エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）第 15 条の

2：特定建築物（2,000 ㎡以上の住宅以外の建築物）の建築主は、当該

特定建築物の省エネルギー措置（建築物の外壁、窓等を通しての熱の

損失の防止及び空気調和設備等に係わるエネルギーの効率的利用のた

めの措置）に関する者を所管行政庁（建築主事を置く市町村又は特別

区長等）に届けでなければならないものとする。 
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施策 2-3：日本政策投資銀行の融資、税制等による優遇 

・ 日本政策投資銀行において省エネルギー措置を講じた建築物等に対し低利

で融資している（エコビル整備事業及び建築物省エネルギー推進事業）。 

・ エコビル整備事業：1996～2002 年度に 11 地区において実施した。但し、

対象は省エネのみでなく屋上緑化や節水についても含まれている。 

 

 
図表 11 エコビル整備事業事例 

（出典）日本政策投資銀行 資料 

 
図表 12 エコビル整備事業対象要件 

（出典）日本政策投資銀行 資料 
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延床面積増（万m2
）

 

図表 13 エコビル整備面積（延床面積増加分） 

（出典）日本政策投資銀行 資料 

・ 建築物省エネルギー推進事業については、2002 年度より、省エネ法の対象

拡大に伴い業務用ビルも融資対象とした。石特会計からの利子補給がある

（エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金）。ただし、2000
～2003 年の投融資実績がなく、有効に機能していない。日本政策投資銀行

では、案件の実状に応じた制度の見直し・拡充を行っている。 

・ 一定の省エネ設備を取得し、事業の用に供した場合の所得税等の優遇（エ

ネルギー需給構造改革推進投資促進税制）。法人税収に対する税負担軽減効

果は、0.4％程度（2001 年度）。 
 

 



 

 13

施策 2-4：環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）の整備を推進 

・ 2001 年に国土交通省では「官庁施設の環境配慮診断・改修計画指針（グリ

ーン診断・改修計画指針）」を策定した。指針は、「既存官庁施設の環境に

対する評価及び環境負荷低減に配慮した改修についての基本的事項」を記

述しており、その主な内容は下記のとおり。  

１．グリーン診断は、「環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）計画指針」の

基本的考え方である「周辺環境への配慮」、「運用段階の省エネルギー・

省資源」、「長寿命化」、「エコマテリアルの使用」及び「適正使用・適正

処理」の５つの観点から定性的に評価するとともに、施設のエネルギー

使用量等を定量的に評価することにより行い、グリーン化の必要な部分、

システムを診断する。 

２．グリーン改修の計画・設計に当たっては、グリーン診断結果及び施設の

老朽化による修繕需要等を考慮の上、前述の５つの観点から対策を講ず

るとともに、改修時点を起点としたライフサイクル二酸化炭素排出量

（LCCO2）を主たる評価指標として採用する。  
 なお、この手法によると、昭和 50 年頃に完成した庁舎においては、

改修時点を起点とした LCCO2 を最大で約 15%削減することが可能で

あるとのシミュレーション結果が得られている。  

・ 太陽光発電、複層ガラス等の環境負荷低減技術を積極的に活用したグリー

ン庁舎の整備を 2001 年度までに 11 件、2002 年度 9 件、2003 年度は 6 件

実施した。 
 

 

改修前 回収後 

 図表 14 グリーン庁舎のイメージ 
（出典）国土交通省 資料 
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図表 15 グリーン庁舎の整備数 

（出典）国土交通省 資料 

 

図表 16 グリーン化指針（環境負荷低減技術） 
項目 細目 項目 細目 

地域生態系保全 照明エネルギーの 小化 

都市気候緩和・地下水涵養 水資源の有効活用 

周辺環境への 

配慮 

周辺環境の汚染防止 

 

適運用 

外壁・屋根・床の断熱 ゆとりの確保 

窓の断熱・日射遮蔽 建築材料の合理的耐久性 

局所空調・局所廃棄 

長寿命 

設備材料の合理的耐久性 

負荷の抑制 

無駄の回避 低環境負荷材料 

自然採光 熱帯材型枠の使用合理化 

自然通風 副産物・再生資源の活用 

自然エネルギ

ー利用 

自然エネルギー利用 

エコ 

マテリアル 

解体容易な材料・工法 

エネルギーの効率的利用 廃棄物の削減 

負荷平準化 建築副産物の発生抑制・再資源化 

エネルギー・ 

資源有効利用 

搬送エネルギーの 小化 

適正処理・ 

適正設計 

ノンフロン化・フロン回収 
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施策 2-5：既存官庁施設のグリーン診断・改修の推進を図る 

・ 2002 年度国土交通省では既存中央官庁庁舎 13 施設において、グリーン診

断・改修計画指針に基づき実施した。（対象施設 24 棟、建設年次 1943～2000
年、延床面積約 100 万 m2）。全庁舎の年間を通した運用時の CO2 排出量

を算定した結果、約 83,000[t-CO2/年]となった。下図に示すとおり、エネ

ルギー種別の内訳では、電気が 77[%]、ガスが 14[%]、蒸気が７[%]、油が

2[%]となった。また、今後、中央官庁庁舎グリーン改修を進めることで 2010
年に約 2%、2020 年には約 9%の CO2 削減が見込まれる結果となった。 

 

電気,
77%

ガス,
14%

油, 2%

蒸気, 7%

 

 
 図表 17 中央官庁庁舎 13 施設における CO2 排出量の内訳と削減見込量 

（出典）国土交通省 資料 

 

・ グリーン診断の対象は、国土交通大臣が整備する既存官庁施設のうち、地

方官庁庁舎では約 2,400 施設のうち取壊し予定等の診断対象施設（2002～
04 年度）となっている。 
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図表 18 グリーン診断・改修計画の流れ 
（出典）国土交通省 資料 

 

 
施策 2-6：講演会等を通じた設計・施工に係る技術者の育成 

・ 関連事業者に断熱工事の正しい設計・施行方法を普及させるため、(財)建築

環境・省エネルギー機構では国庫補助事業として断熱施工技術講習会を全

国的に実施している。2002 年度は 16 回開催した。 

・ (財)建築環境・省エネルギー機構では建築物の建築・使用段階における環境

負荷の低減、エネルギーの効率的利用のために、建築計画に携わる設計者

等に対して、これらに関する知識の収得及び技術の維持向上を目的として、

1993 年から「建築環境・省エネルギー講習会」（国土交通大臣指定講習）

を実施している。2002 年度までの受講者数は約 1 万 4 千人。 
 
 

施策 2-7：住宅・建築物に係る関係業における自主的な取組の促進 

・ 経団連環境自主行動計画における建設部門の取組として、(社)日本建設業団

体連合会、(社)日本土木工業協会、(社)建築業協会では 3 団体共同で建設業

の環境保全自主行動計画を策定している。 

・ 建設工事（施工）段階で発生する二酸化炭素排出量を 1990 年度を基準と

して 2010 年までに 12%削減（原単位）すべく努力することを目標として

いる。 
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・ 建設業の環境保全自主行動計画において、計画・設計段階における二酸化

炭素排出量の削減に向けた自らの活動を展開するとともに、関連企業（設

備メーカーやエネルギー供給業者等）との連携、発注者側への積極的な働

きかけを図り、排出抑制に努めることを目的に以下のような方策を講じて

いる。 

 

図表 19 計画・設計段階における CO2 削減に係る方策 

 
（出典）(社)日本建設業団体連合会、(社)日本土木工業協会、(社)建築業協会「建設業の環境保全自

主行動計画第３版」 

 

・ 建設業の環境保全自主行動計画において、建設業におけるグリーン調達に

関する意識を高めるとともに、グリーン調達の積極的な促進を図るために

以下の方策を講じている。 
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図表 20 グリーン調達に係る方策 

 

 
（出典）(社)日本建設業団体連合会、(社)日本土木工業協会、(社)建築業協会「建設業の環境保全自

主行動計画第３版」 
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3. エネルギー需要マネジメントの強化 
 

対 策 施 策 

○業務用需要におけ

るエネルギーマネジ

メントの推進 

3-1：省エネ法の改正により、大規模オフィスビル等について

も、大規模工場に準ずるエネルギー管理の仕組みを導入。

3-2：業務用エネルギーマネジメントシステム（BEMS）の普

及促進のための補助制度を創設。 
3-3：ESCOの一層の活用に向けて、補助制度・低利融資制度

等の支援策を講じていく。 

 
 
施策 3-1：省エネ法の改正により、大規模オフィスビル等についても、大規模工

場に準ずるエネルギー管理の仕組みを導入。 

・ 第一種エネルギー管理指定工場の対象業種限定要件を撤廃し、及び第二種

エネルギー管理指定工場の定期報告等を柱とする改正省エネ法を制定した

（2002 年６月 7 日公布、2003 年 4 月 1 日施行）。 

・ 今後は大規模オフィスビル等の総点検を実施。 
 

第一種
第二種

年間エネルギー使用量 業　　種

燃料（熱） 電気

以下の５業種
・製造業
・鉱業
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業

左記を除くすべて
の業種（例えば、
オフィスビル、デ
パート、ホテル、
学校、病院、官公
庁、遊園地など）

３,０００ｋＬ

１,５００ｋＬ

０ｋＬ

１,２００万kWh

０kWh

　６００万kWh

第一種

第一種
第二種

年間エネルギー使用量 業　　種

燃料（熱） 電気

以下の５業種
・製造業
・鉱業
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業

左記を除くすべて
の業種（例えば、
オフィスビル、デ
パート、ホテル、
学校、病院、官公
庁、遊園地など）

３,０００ｋＬ

１,５００ｋＬ

０ｋＬ

１,２００万kWh

０kWh

　６００万kWh

第一種

第一種
第二種

年間エネルギー使用量 業　　種

燃料（熱） 電気

以下の５業種
・製造業
・鉱業
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業

左記を除くすべて
の業種（例えば、
オフィスビル、デ
パート、ホテル、
学校、病院、官公
庁、遊園地など）

３,０００ｋＬ

１,５００ｋＬ

０ｋＬ

３,０００ｋＬ

１,５００ｋＬ

０ｋＬ

１,２００万kWh

０kWh

　６００万kWh

１,２００万kWh

０kWh

　６００万kWh

第一種
民生業務部門の強化
☆中長期計画作成・提出
☆中長期計画作成の際のエ

ネルギー管理士の参画
☆（記録に代え）定期の報告

☆（記録に代え)定期の報告

☆エネルギー管理者の選任（ｴﾈﾙｷﾞｰ管理士の資格が必要）

☆中長期計画作成・提出
☆定期の報告

☆エネルギー管理員の選任
☆エネルギー使用量等の記録

従来の措置事項

☆エネルギー管理員の選任
☆エネルギー使用量等の記録

従来の措置事項

法改正事項

法改正事項
従来の措置事項

 

図表 21 省エネ法改正の枠組 

（出典）資源エネルギー庁 資料 
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施策 3-2：業務用エネルギーマネジメントシステム（BEMS）の普及促進のため

の補助制度を創設。 

・ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）により、BEMS の導入に

係る経費の一部を助成する補助制度を創設した。 

・ 今後は導入事例の公表方法を検討する。 

 
図表 22 BEMS 導入補助事業（NEDO） 

事業名 概要 補助率 

住宅・建築物高効率エネルギー

システム導入促進事業（BEMS
導入支援事業） 

BEMS を建築物に導入し、導入後 3 年間継続し

て省エネルギーの報告ができる建築主、ESCO
事業者に対し、その費用の一部を補助する。 

１／３ 

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003

件数（単年） 補助総額（億円）

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000

2002 2003

省エネ効果（kl）単年

 

図表 23 BEMS 導入支援事業（NEDO） 
（出典）NEDO 資料 
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施策 3-3：ESCO の一層の活用に向けて、補助制度・低利融資制度等の支援策を

講じていく。 

・ 省エネ設備を導入する事業者に対する支援において、ESCO 事業を重点的

に支援。新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）を事業実施主体

とする事業として以下に示す補助を行っている。 

 
図表 24 ESCO 事業補助制度（NEDO） 

事業名 概要 補助率 

エネルギー使用合理

化事業者支援事業 
補助対象：省エネ効果が高く、費用対効果が妥当と認めら

れるものに係る設備導入費、システム費用等 
重点支援対象：自主行動計画や省エネ法の中長期計画に沿

った取組、業務用ビルを対象とした ESCO 事業など、

政策的意義の高い事業 

１／３ 

住宅・建築物高効率

エネルギーシステム

導入促進事業 

補助対象：事業者が住宅・建築物に関する高効率エネルギ

ーシステム（空調、給湯、照明及び断熱部材等で構成）

を導入する際の費用の一部 

１／３ 
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20

40

60

80

100

120

2001年度 2002年度 2003年度

件数 補助金総額 （億円）

0
5

10
15
20
25
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35
40
45

2001年度 2002年度 2003年度

省エネ効果 （万kl/年）

 
図表 25 エネルギー使用合理化事業者支援事業（NEDO） 

（注）ESCO 以外の事業も含む。 
（出典）NEDO 資料 
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0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

2002年度 2003年度

省エネ効果 （万kl/年）

 
図表 26 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 

（内、建築物に係るもの）（NEDO） 
（注）ESCO 以外の事業も含む。 

（出典）NEDO 資料 

 

・ 日本政策投資銀行による建築物省エネルギー推進事業の対象として ESCO
事業が含まれている（施策 2-3 参照）。ただし、2000～2003 年の投融資実

績がなく、有効に機能していない。日本政策投資銀行では、案件の実状に

応じた制度の見直し・拡充を行っている。 

・ 今後は公的施設におけるESCO事業の導入促進や資金調達の容易化につい

て検討。 
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